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○盛岡市女性センター条例 

平成12年３月30日条例第25号 

改正 

平成17年３月30日条例第17号 

平成27年12月24日条例第55号 

盛岡市女性センター条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、女性センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 男女共同参画社会の形成に資するため、各種の講座、研修、情報及び交流の場の提供、相

談事業等を行う施設として、女性センターを次表のとおり設置する。 

名称 位置 

もりおか女性センター 盛岡市中ノ橋通一丁目１番10号 

（開館時間） 

第３条 女性センターの開館時間は、午前９時から午後９時30分まで（日曜日及び土曜日並びに国

民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日にあっては、午前９時から午後５

時まで）とする。ただし、市長（地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244

条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）が管理する女性センターに

あっては、指定管理者。以下第６条まで及び第９条において同じ。）が特に必要があると認めた

ときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第４条 女性センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたと

きは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。 

(１) 毎月第２火曜日 

(２) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

（使用の許可等） 

第５条 女性センターの生活アトリエ又は子どもの部屋（以下「生活アトリエ等」という。）を使

用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、生活アトリエ等の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の許可

をしないものとする。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(２) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、生活アトリエ等の管理上適当でないとき。 

別紙２ 
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３ 市長は、女性センターの管理上必要があると認めたときは、第１項の許可に条件を付すること

ができる。 

（許可の取消し等） 

第６条 市長は、女性センターの管理上必要があると認めたとき又は前条第１項の許可を受けた者

（以下「使用者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、

同条第３項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは女性センターからの退去を命ずることがで

きる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。 

(２) 偽りその他の不正の手段により前条第１項の許可を受けたとき。 

(３) 前条第１項の許可を受けた後において同条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(４) 前条第３項の条件に違反したとき。 

（禁止行為） 

第７条 女性センターを使用する者は、女性センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 物品の販売その他の商行為をすること。 

(２) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。 

(３) 特定の政治運動又は宗教活動をすること。 

（使用料） 

第８条 女性センターの使用料は、無料とする。 

（損害賠償） 

第９条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失し

たときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第10条 女性センターの管理は、指定管理者に行わせるものとする。ただし、次条第１項の申請が

なかったとき又は同条第２項に規定する審査の結果、指定できるものがなかったときは、この限

りでない。 

（指定管理者の指定の手続） 

第11条 女性センターの管理について、法第244条の２第３項の規定による指定を受けようとするも

のは、市長が定める期限までに市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、その結果を同項の申請をし

たものに通知するものとする。 

(１) 市民の平等な使用が確保されること。 

(２) サービスの向上が図られること。 

(３) 管理に係る経費の縮減が図られること。 

(４) 事業計画書に基づき、継続して適正に管理することができる人的能力及び物的能力を有す
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ること。 

（指定等の告示） 

第12条 市長は、前条第２項の規定により指定管理者の指定の通知をしたとき又は法第244条の２第

11項の規定に基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一

部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。 

（変更の届出） 

第13条 指定管理者は、その名称、住所その他市長が定める事項に変更があったときは、速やかに、

その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があったときは、その旨を

告示しなければならない。 

（指定管理者による管理の基準） 

第14条 指定管理者の行う女性センターの管理の基準は、次のとおりとする。 

(１) 法、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき、適正に管理すること。 

(２) 取得した個人情報を適正に管理すること。 

（指定管理者の業務） 

第15条 女性センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。 

(１) 第３条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。 

(２) 第４条ただし書の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。 

(３) 第５条第１項の許可を行うこと。 

(４) 第５条第２項の規定に基づき、同条第１項の許可をしないこと。 

(５) 第５条第３項の規定に基づき、同条第１項の許可に条件を付すること。 

(６) 第６条の規定に基づき、第５条第１項の許可を取り消し、同条第３項の条件を変更し、又

は行為の中止若しくは女性センターからの退去を命ずること。 

(７) 指定管理者の指定に係る協定に定められた事業を行うこと。 

(８) 施設及び設備の維持管理に関すること。 

(９) 前各号に掲げるもののほか、女性センターの管理に関すること。 

２ 指定管理者は、前項第１号又は第２号の行為を行おうとするときは、あらかじめ、市長に届け

出なければならない。 

３ 指定管理者は、第１項第４号から第６号までのいずれかの行為を行おうとするときは、あらか

じめ、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。 

（事業報告書の提出） 

第16条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、当該年度について次の事項を記載

した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244

条の２第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後、市長が
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定める日までに、当該指定を取り消された日の属する年度の初日から当該指定を取り消された日

までの期間について次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

(１) 業務の実施状況 

(２) 使用者の数 

(３) 管理経費の収支状況 

(４) その他市長が必要があると認めた事項 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか、女性センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

附 則（平成17年条例第17号抄） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第２条及び次項の規定は平成17年４月

１日から、第４条及び附則第３項の規定は公布の日から施行する。 

３ 第１条の規定による改正後の盛岡市牧野条例第13条及び第14条に規定する指定の手続等並びに

第３条の規定による改正後の盛岡市女性センター条例第11条及び第12条に規定する指定の手続等

は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（平成27年条例第55号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


